
























コーポレート・ガバナンス体制の模式図 
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適時開示体制の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社は、「ノリタケグループ企業倫理綱領」を定め、株主等の投資家・取引先・地域社会等が必要とす

る情報につき、関係諸法令に従い、適切な時期及び方法により正確な情報開示を行うこととしております。 
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ノリタケグループ全体の業務執行については、社長が指名する取締役及び執行役員で構成する経営

会議において審議の上、決定しております。また、法令、定款並びに取締役会規程、その他社内規程

に別段の定めのある重要な決議案件及び証券取引所の上場規程による適時開示対象の事項について

は、取締役会で決議しており、その上で適正な適時開示に努めております。 
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